
 

＜報道発表資料＞ 

令和８年１月１９日 

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター 

 

第１３１回京都市消費生活審議会の開催 

 

 

京都市では、京都市消費生活条例に基づき、市長の諮問機関として、消費生活に関する重

要事項について調査及び審議するために、京都市消費生活審議会（以下「審議会」という。）

を設置しています。 

この度、市民意見募集の実施結果を踏まえた京都市消費生活ビジョンの答申案等につい

て審議するため、審議会を開催します。 

 

 

● 日時 令和８年１月２６日（月) 午前 10 時～正午（予定） 

● 場所 中京消防署 4 階 講堂（裏面参照） 

（〒604-8265 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１） 

   ※ 一部委員はオンラインでの参加となります。 

   ※ 会場へは、中京消防署内からは出入りできないため、傍聴へお越しの際は、

中京区総合庁舎４階（エレベーターホール）へお越しください。 

● 議題（予定） 

１ 京都市消費生活ビジョン（答申案）について 

２ 令和８年度事業計画について 

３ 商品等表示基準の改正について 

● 委員 別紙のとおり 

● 会議の傍聴 

・会議は公開です。傍聴については、先着５名とします。 

・受付は、当日、会場にて午前 9 時３０分から午前 9 時４５分まで行います。 

定員になり次第、受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。 

 ・駐車場はありませんので、公共交通機関を御利用ください。 

 ・記者席は別途設けます。 

 

＜お問合せ先＞ 

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター 

電話：０７５－３６６－２２５０ 



 

 

 

会場へのアクセス 

 

※会場へは、中京消防署内からは出入りできないため、中京区総合庁舎４階（エレベー

ターホール）へお越しください。 

 

＜位置図＞ 

 

京都市営地下鉄「二条城前」駅１番出口 徒歩３分 

      京都市バス「堀川御池」下車 徒歩すぐ 

 

＜中京区総合庁舎４階フロアマップ＞ 
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職員が会場へ御案内します。 



 

 

京都市消費生活審議会（第 25 期）委員名簿 

 

（敬称略、五十音順）                  （令和 7 年 7 月 18 日現在） 

氏  名 所属団体・役職名 

大谷 三鶴 市民公募委員 

大槻 知美 特定非営利活動法人コンシューマーズ京都（京都消団連） 理事 

荻野 達也 京都商工会議所 理事 

カライスコス アントニオス 龍谷大学法学部 教授 

河合 孝治 京都小売商総連合会 会長 

姜 美名 京都生活協同組合 副理事長 

木村 浩之 京都商店連盟 副会長 

澤江 ゆきえ 一般社団法人京都市老人クラブ連合会 理事 

瀨良 兼司 近畿大学経営学部 講師 

髙橋 肇子 京都市地域女性連合会 副理事長 

土井 健資 京都府中小企業団体中央会 理事（京都府漬物協同組合 理事長） 

土渕 誠 日本労働組合総連合会 京都府連合会 事務局長 

西内 康人 京都大学大学院法学研究科 教授 

古橋 悦子 京都市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 

増田 朋記 京都弁護士会 弁護士 

松尾 健一 京都大学大学院法学研究科 教授 

松崎 直敏 市民公募委員 

道又 隆弘 京都新聞社 論説委員 

𠮷井 美奈子 武庫川女子大学教育学部 准教授 

吉本 優子 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授 

◎：会長  ○：会長職務代理     任期：令和 6 年 12 月 1 日～令和 8 年 11 月 30 日 

 

別 紙 

○ 

◎ 


